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OIST関連法規等の仕組み
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学校教育法
私立学校法 等

沖縄科学技術大学院大学学園法
（学園法）

OIST寄附行為

OIST PRP（Policies, Rules & Procedures）
（基本方針・規則・手続き）

OIST 事業計画等

OISTの活動
（研究活動、大学院教育、産学連携、地域貢献 等）

①学校教育法に規定する教育機関、
私立学校法に規定する学校法人と

しての一般的規定。

②OISTの設置及び運営に関し
て、必要な特別事項を規定。

※文部科学大臣の認可
（私学法に規定）

※理事長・学長決定

※事業計画は、内閣総理
大臣の認可
（学園法に規定）

【OISTの法体系】
①私立大学として、
教育研究及び運営自
主性と柔軟性を確保。
（学校法人）

かつ
②世界最高水準の大
学院大学の実現のた
めに、組織・運営等
に対して特別な規定。
（特殊法人）

・沖縄の振興及び自立的発
展並びに世界の科学技術
の発展に寄与すること。

・高水準の財政支援と補助
できる業務の範囲。

・著名な科学者を中心とす
る合議体による運営

等
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沖縄科学技術大学院大学学園の運営体制
文部科学大臣 内閣総理大臣

（沖縄及び北方担当大臣）

監事

学園の業務・財産状況、
理事の職務執行の状況
を監査 等

法人の業務の決定 等

・学園の業務、財産状況、理事・
監事の職務執行状況について
意見申述、諮問答申

・重要な寄附行為の変更の決議
等

評議員会（ＢＯＣ）

理事会（ＢＯＧ）

求めに応じて
説明義務

学園の
解散命令 等

選任認可 報告(重大な法令等違反行為)

事業計画認可（沖振計画との調和）

補助金

報告徴収・検査（財務・会計）

是正要求 等

措置発動の要求

報告徴取・検査（業務等）

定員是正命令 等

私学助成

沖縄科学技術大学院大学学園

選任、委任
（大学院大学の日常的な運営）

運営体制の構築の協議、
財務運営・業務運営に
関する報告説明責任等

学長

プロボスト 事務局長

• 監査報告・意見申述
• 違反行為の差止めの訴え

会計監査報告

沖縄科学技術大学院大学

計算書類
提出

会計監査人

計算書類等の監査 等

選解任

監査報告・意見申述• 意見申述
• 違反行為の

差止めの訴え

• 選解任
• 意見申述

青矢印・青字：学校教育法、私立学校法等に基づくもの
橙矢印・橙字：学園法に基づくもの

会計監査
報告

２



機関 理事会・理事 評議員会・評議員 監事 会計監査人

主な職務
等

⑴学園の業務を決定
⑵理事の職務の執行を監督
⑶理事長は学園を代表し業務を総理

⑴学園の業務、財産状況、理事・監事
の職務執行状況について意見申述、
諮問答申

⑵重要な寄附行為の変更・解散・
合併の決議

⑶理事選任機関に対する理事選任
に関する意見

⑷監事、会計監査人の選解任
⑸監事に対する理事の不正行為等の
差止めの求め

⑹理事選任機関への理事解任の求め

⑴学園の業務、財産状況、理事
の職務執行状況を監査・報告

⑵理事の評議員会提出議案
の調査

⑶理事会・評議員会への出席・
   意見申述
⑷監査報告の作成・報告
⑸不正行為等の理事会、評議員
会、文科大臣、総理への報告

⑹理事会、評議員会の招集請求
⑺違反行為の差し止め請求

⑴学園の計算
   書類等の監査
⑵会計監査報告
   の作成、理事
   会・監事への
   提出

議長
理事長

・学長、上級幹部職以外の理事から
理事会の決議により議長を選定

・理事会の決議により理事長を選定

学園の職員以外の評議員から評議員
会の決議により議長を選定

― ―

選任方法 理事選任機関において選任
（過半数は学外者、男女共同参画に配慮）

評議員選任機関において選任
評議員会の決議により選任
内閣総理大臣の選任認可

評議員会の
決議により選任

定数 10人以上20人以下 18人以上30人以下 ２人以上３人以下 １人

資格要件

⑴人格が高潔で、学識が優れ、かつ、学園の
業務を適切かつ効果的に運営することが
できる能力を有する者

①学長（１人）
②科学技術の発達に関し特に功績顕著な
科学者（３～６人）

③沖縄の振興に関して優れた識見を有する
者（１～３人）

④大学の経営に関して高度な知識及び
経験を有する者（２～４人）

⑤大学以外の組織の経営に関して高度な
知識及び経験を有する者（１～３人）

⑥上級幹部職（２～３人）

⑵監事、評議員との兼職禁止

⑴学校の教育又は研究の特性を理解し、学
園の適正な運営に必要な識見を有する者
① 学園の職員（３～６人）
② 卒業生（２～５人）
③ 沖縄における経済又は社会の実情に

       精通している者（５～８人）
④ 大学の経営における公平性及び透明性

      の確保に関して優れた識見を有する者
（３～４人）

⑤ 科学技術の発達に関し特に功績顕著な
科学者（２～３人）

⑥ 大学以外の組織においてリーダーとして
の経験や豊富な社会貢献実績を有する
者（３～４人）

⑵他の２人以上の評議員と特別利害関係を
有していないこていないこと

①学校運営その他の学園の
業務又は財務管理について
識見を有する者

②理事、評議員、学校法人の
職員との兼職禁止

②理事、職員、評議員の親族の
就任禁止

③監事の独立性を確保し、利益
相反を適切に防止することが
できる者

公認会計士
又は監査法人

任期 ３年以内 ３年以内 ３年以内 １年以内

沖縄科学技術大学院大学学園の運営制度（機関別） 青字：学校教育法、私立学校法等に基づくもの
橙字：学園法に基づくもの
緑字：OIST寄附行為に基づくもの
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沖縄科学技術大学院大学学園法における規定（広報、情報公開その他法令遵守等）

〇 広報、情報公開その他法令遵守等
・経営内容に関する情報公開徹底による、業務運営における透明性確保に係る努力義務

【第３条第２項】

⇒ 独立行政法人等情報公開法の対象法人と位置付け、独立行政法人と同様に事業報告書や
貸借対照表、外部監査の結果等の情報をインターネット等を通じて公表することにより、
説明責任を果たすとともに業務運営の透明性を確保

・監事による、業務や財産、理事の業務執行に関する不正・法令等違反に係る文部科学大臣

及び内閣総理大臣への報告義務【第６条】

・内閣総理大臣による、財務・会計に関する書類の検査権限【第14条】

・内閣総理大臣による、違法行為等への是正要求【第15条】 
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